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I. 概要 

１. 概要 

電子債権の達人連動機能は、株式会社全銀電子債権ネットワークが取り扱う『電子記録債権※1』をど

っと原価の支払管理オプションで管理し、ユニオンソフト社の『電子債権の達人※2』へ連携可能な

CSV ファイルを作成することができる機能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 通称：でんさいネット。以降はでんさいネットと表記します。 

※2 『電子債権の達人』は、ユニオンソフト株式会社（http://www.tatujin.co.jp/）の商品となります。 

でんさいネットに連動する為には、別途、『電子債権の達人』のご購入が必要となります。 

 

２. 導入に関する制約事項 

電子債権の達人と連携させるためには以下の条件を満たす必要があります 

 支払管理オプションの導入 

 電子債権の達人の購入 

 

３. 『電子債権の達人』連携オプションについて 

電子債権の達人連携オプションは、『電子債権の達人』を使用して、でんさいネットへ連携が可能な「電子

記録債権」の CSV ファイルが作成できる機能です。他の「電子記録債権」サービスと連携可能な CSV ファ

イルは作成できませんのでご注意ください。 

 

 

 

 でんさいネットへ連動する場合は、以下の点にご注意ください。 

① でんさいネットへの連動は、『電子債権の達人』側で実施してください。 

② ①を実施するためには、どっと原価シリーズから CSV ファイルを作成し、『電子債権の達人』側

でデータインポート作業を実施してください。  

支払管理 手形・小切手発行 連動ファイル 

CSV 出力 

連動ファイル受入 

＜電子債権の達人連動時の注意事項について＞ 
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II. 各種設定 

１.各種設定（概要） 

1. 開始迄の準備作業（概要）について 

『電子債権の達人』との連動を実施する場合、どっと原価では、下図の流れで事前設定をする必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 各種設定（事前設定） 

1. ［初期設定（支払情報）］について 

 

［初期設定 （支払情報）］で、下図赤枠のように「電子手形入力＝する」に設定してください。 

「電子手形入力＝する」と設定することで、［会社設定（会社銀行）］等に電子手形関係の項目が 

表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

メニュー：［導入］－［設定］－［初期設定］ 
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2. ［会社設定（会社銀行）］について 

 

［会社設定（会社銀行）］で、下図赤枠のように電子手形振出元の金融機関ごとに「発生会社銀

行コード※1」と「電子手形手数料※2」を設定してください。 

尚、同行・他行の別等金額が同じ場合も、必ず全て入力してください。 

 

 

※1「発生会社銀行コード」は、『電子債権の達人』の「会社銀行登録」で 

使用している「会社銀行コード」を設定してください。 

 

注）『電子債権の達人』の会社銀行登録は、上

図画面から確認可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

※2「電子手形手数料」は、電子手形決済サービスをご利用している金融機関へご確認ください。 

  

メニュー：［導入］－［設定］－［会社設定］ 

 

コードは０も含めて 

完全に一致させて 

ください。 



どっと原価シリーズ 

4 

3. ［要素内訳一覧登録（支払内訳）］について 

 

支払伝票区分に「電子手形」「手数料（電子手形用手数料）」が追加されます。 

そのため、「電子手形」「手数料（電子手形用手数料）」で使用する要素内訳コードを事前に設定

してください。 

 

 

注）上図は設定例になりますので、実際に設定する際には、連動される会計ソフト側の勘定科目をご

確認ください。 

 

4. ［業者登録（支払情報）］について 

 

［業者登録（支払情報）］で、下図赤枠①のように「電子手形」情報を設定してください。 

また、下図赤枠②の「手形基準額」「手形率」「サイト」等に関しても、電子手形計算時に使用す

る項目となりますので、電子手形の計算方法に合わせた設定をしてください。 

尚、「業者コード」、及び「電子手形」情報で登録する内容は、『電子債権の達人』の「取引先基

本情報登録※1」で設定されている内容と必ず一致させる必要があります。 

 

注）上図赤枠②は、「電子手形」と「支払手形」を計算する際に共通で使用する項目となります。 

そのため、「電子手形」と「支払手形」を混在で自動計算することができませんので、ご注意ください。 

  

メニュー：［導入］－［業者登録］ 

 

メニュー：［導入］－［要素内訳一覧登録］ 

 

① 

② 
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※1『どっと原価シリーズ』の「業者コード」、及び「電子手形」情報と『電子債権の達人』の「取

引先基本情報登録」で設定されている内容は、下記を参考に必ず一致させてください。 

   

       注）『電子債権の達人』の取引先基本情報登録は、上図画面から確認可能です。 

 

＜電子手形（どっと原価シリーズ）＞ 

 

 

 

 

＜取引先基本情報登録（電子債権の達人）［取引銀行］＞ 

 

上図赤枠部分で、「利用者番号」以外の設定内容が一致していない場合は『電子債権の達人』側

で CSV データを受入処理するとエラーが発生しますので、ご注意ください。 

注）「利用者番号」は、どっと原価シリーズでは特に利用する項目ではありませんが、『電子債権の達

人』側ではでんさいネットと連動する上で重要な項目となりますので、一致させておくことをお勧め

いたします。 
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5. ［業者登録（会計情報）］について 

 

［要素内訳一覧登録（支払内訳）］で、事前に設定済の「電子手形」「手数料（電子手形用手数料）」 

用の要素内訳コードを設定してください。 

 

  

 

 

 

  

 業者登録で「電子手形」情報関係を登録する場合、１業者ずつ項目を設定することも 

 可能ですが、［汎用データ受入］機能を使用して、CSV ファイルからデータを受入する 

方法もありますので、状況に応じてご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

メニュー：［導入］－［業者登録］ 

 

＜汎用データ受入機能の活用について＞ 

注）［汎用データ受入］の使用方法に関しては、どっと原価シリーズの HELP をご確認ください。 
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6. 「電子手形」「手数料（電子手形）」の計算方法について 

「電子手形」、及び「手数料（電子手形）」の計算方法ですが、［初期設定（支払情報）］［業者登

録（支払情報）］で設定されている下図赤枠に関しては、支払手形や振込手数料の計算でも使用

している項目となります。 

そのため「支払手形」と「電子手形」で、計算方法を分けて設定することができませんので 

ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

① 
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①手形期日計算の対象日について 
 

 

 

電子手形期日の振出日は、初期設定-支払情報の「振込日の計算：休日の場合、後日」の場合、「手形

期日の計算対象日」の設定によって変わります。 

 

 

例）業者の手形サイトが２か月後末日払い、支払予定日が 2024/6/30(日)のように休日となる場合 

【仕入伝票】 

 

●手形期日の計算対象日：支払日 

支払予定日は 2024/6/30(日)ですが、支払日が休日のため、設定により実際の支払日は 2024/7/1(月)

になります。手形期日の計算対象日：支払日の場合、計算対象日は支払日となるため、支払日である

2024/7/1 が算出基準月となり、手形期日は 2024/9/30 となります。 

【支払伝票】 

 

 

●手形期日の計算対象日：支払予定日の場合 

設定により実際の支払日は 2024/7/1(月)になりますが、支払予定日は 2024/6/30(日)なので、支払予定

日の 6/30 が算出基準月となり、手形期日は 2024/8/31 となります。 

【支払伝票】 

 
※初期設定を変更せずに手形期日を変更したい場合は、本マニュアル P.13「手形分割機能について」

を参照してください。 
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下図赤枠の「計算対象(手数料)」に関しては、電子手形の計算でのみ使用している項目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算対象(手数料)について 

電子手形の計算をする際の計算順を設定します。手数料の控除は電子手形から行いますが、端数

処理計算の順番が変わります。 

●工事別・伝票別支払査定の設定で手形入力：しないの場合 

「手数料を控除後、端数処理(手形優先)」、「端数処理後、手数料を控除(手形優先)」から選択し

ます。 

 

◆「手数料を控除後、端数処理(手形優先)」 

電子手形の計算後、手数料を控除してから端数処理を行います。 

 

◆「端数処理後、手数料を控除(手形優先)」 

電子手形の計算後、端数処理をしてから手数料の控除を行います。 

 

●工事別・伝票別支払査定の設定で手形入力：するの場合 

手数料の控除は現金または振込から優先的に行います。 

※計算対象(手数料)は、［手数料を控除後、端数処理］で固定になります。 
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III. 操作説明 

１. 支払管理（概要） 

1. 仕入から支払管理まで（概要）について 

仕入から支払管理までを実施する場合、下図の流れで作業を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 支払管理（電子手形作成） 

1. 仕入伝票入力について 

 

業者から届いた請求書等を基に［仕入伝票入力１］［仕入伝票入力２］［日報］を使用して、 

下図のように仕入金額の登録を行ってください。 

注）［仕入伝票入力２］、［日報入力］の入力イメージは、割愛させていただきます。  

メニュー：［仕入/日報］－［仕入伝票入力１］ 

 

注）「日報」を利用する場合は 

  日報管理 OP が必要となります。 

支払管理 

仕入 
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2. ［支払査定(工事/部門)］について 

 

［仕入伝票入力１］等で登録した仕入金額に対して、下図のように［支払査定(工事/部門)］を 

使用して、支払査定処理の登録を行ってください。 

注）［支払査定(工事/部門)］の使用方法に関しては、どっと原価シリーズの HELP をご確認ください。 

 

 

3. ［支払確定］について 

 

［支払査定(工事/部門)］で査定処理した結果に対して、下図のように「支払確定」を使用して、 

業者へ支払内容の登録を行ってください。 

支払内容に関しては、［初期設定（支払情報）］［業者登録（支払情報）］等で設定されている内容

を基に「振込」「手形」「電子手形」等が自動計算されます。 

尚、下図赤枠部分が「電子手形」に関係する項目となります。 

注）［支払確定］の使用方法に関しては、どっと原価シリーズの HELP をご確認ください。 

 

 

 

上図赤枠部分の「電子手形」に関する計算方法は、次頁をご参照ください。 

  

メニュー：［支払/会計］－［支払確定］ 

］ 

 

メニュー：［支払/会計］－［支払査定(工事/部門) ］ 

］ 

 



どっと原価シリーズ 

12 

 

 

下図（［支払確定］画面一部抜粋（前頁画像））を例にして、「電子手形」に関する計算方法を 

ご説明いたします。 

 

 
 

  
 

 

＜【①電子手形】の計算方法について＞ 

1）業者登録の「電子手形」で設定されている「電子手形＝1：する」から、手形は 

『電子手形』として計算されます。 

2）業者登録の「手形」で設定されている「手形基準額」「手形率」から『50万以上の手 

  形率が 50％』として計算されますので、『電子手形＝500,000』となります。 

注）手形計算の詳細については、どっと原価シリーズの HELPをご確認ください。 
 

＜【②電子手形振込手数料負担区分・電子手形会社口座】の引用方法について＞ 

1）業者登録の「電子手形」で設定されている「でんさい振出口座」「振込先振込手数料負担」 

が、支払確定時の初期値として引用されます。 
 

＜【③手数料】の計算方法について＞ 

1）支払確定の「電子手形会社口座」から、会社設定（会社銀行）の『２番目の銀行』で 

設定されている「電子手形手数料」が適用され『電子手形手数料＝880』となります。 

  2）支払確定の「電子手形振込手数料負担区分」から、電子手形の手数料は『先方負担』が 

適用され「電子手形」から「電子手形手数料」を引いた『電子手形＝500,000－880＝499,120』  

となります。  

＜「電子手形」に関する計算方法について＞ 

① ③ ② 

※［業者登録（支払情報）］画面抜粋 

※［会社設定（会社情報）］画面抜粋 

※端数処理が発生する場合の注意点は本マニュアル P.9「計算対象(手数料)について」を確認してください。 
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［支払確定］で、支払内容として「電子手形」を登録後に［業者登録］の「電子手形＝2：しな

い」に変更した場合は、以下の２点にご注意ください。 

 

 

 

 

 

① ［支払確定］で、支払計算を再度実施すると下図赤枠のように「手形」として再計算 

されます。 

   

  ※再計算前の［支払確定］画面抜粋 

 

 

 

 

※再計算後の［支払確定］画面抜粋 

 

② ［支払確定］で、登録内容を再表示すると下図赤枠のように「電子手形」関係の項目を 

  修正することができなくなります。 

 

※再計算前の［支払確定］画面抜粋 

 

 

 

 

  

＜［業者登録］の「電子手形」変更時の注意点について＞ 

＜支払計算を実施＞ 

 

に変更した場合 
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4. ［支払伝票転送］について 

 

［支払確定］で処理した結果に対して、下図のように［支払伝票転送］を使用して、各業者への 

支払伝票の登録（転送）を行ってください。 

「電子手形」に関して、「手形期日」等を変更したい場合は、P.15 の「手形分割機能について」

を参照して変更するか、支払伝票転送後に［支払伝票入力］で変更してください。 

尚、下図赤枠部分が「電子手形」に関係する項目となります。 

注）［支払伝票転送］、［支払伝票入力］の使用方法に関しては、どっと原価シリーズの HELP をご確

認ください。 

 

 

 

 

下図のように、支払伝票が自動作成されます。 

 

 

 

どっと原価シリーズでは、電子手形の振出伝票作成を行うことができますが、決済伝票を 

作成することはできません。 

そのため、決済仕訳の作成は、連動システム側の『電子債権の達人』から作成いただくか、 

直接会計ソフト側で仕訳入力を行ってください。 

 

例）（借）電子記録債務 499,120／（貸）当座預金 499,120 

  

メニュー：［支払/会計］－［支払伝票転送］ 

 

＜支払転送処理を実施＞ 

＜仕訳連動時の注意事項について＞ 
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支払伝票転送後、サブツールバーの「手形分割」をクリックすると、支払伝票区分が手形、電子手形で

転送された明細が一覧で表示されます。下図赤枠部分①の「手形番号」、「手形期日」で、手形番号や手

形の期日を直接入力することが可能です。手形番号や手形期日を変更入力後、②「登録」をクリックす

ると、転送済みの支払伝票に、入力した内容が上書更新されます。 

なお、伝票区分が「電子手形」の場合は、赤枠部分③のサブツールバーにある「経済分割」、「印紙税計

算」、「手形採番」の機能は使用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

手形分割機能について 

① 

③ 

手形番号や手形期日を入力して登録をクリックする

と、左図のような確認画面が表示されます。メッセ

ージに記載されているとおり、再度転送処理をする

必要はありません。 

 ・手形分割画面で手形番号などを入力する前の支払伝票 

・手形分割画面で手形番号などを入力後の支払伝票 

② 
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３. 電子債権の達人連動（概要） 

1. 電子債権の達人連動（概要）について 

電子債権の達人連動を実施する場合、下図の流れで作業を行ってください。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜どっと原価シリーズ＞ 

＜電子債権の達人＞ 

①「電子債権連携データ.csv」を出力します。 

②「データインポート」機能から「電子債権連携データ.csv」 

  を取り込みします。 



どっと原価シリーズ 

17 

４. 電子債権の達人連動（手形・小切手発行から電子債権の達人まで） 

1. ［手形・小切手発行］について 

 

［手形・小切手発行］から、支払伝票として作成されている「電子手形」を基に『電子債権の達

人』へ連携可能な CSV ファイルを作成します。 

尚、CSV ファイルを作成する際は、下図赤枠①の帳票選択で「電子債権連携データ」を選択後、 

下図赤枠②の「CSV」を選択してください。 

 

 

 

下図のように「CSV 出力」画面が表示されます。 

初回起動時は出力先が選択されていませんので、下図赤枠①の「参照」から出力先を任意の 

場所へ指定後、下図赤枠②の「保存」を押下すると「出力先」が設定されます。 

出力先設定後に、下図赤枠③の「出力」を選択することで『電子債権の達人』へ連携可能な 

CSV ファイルが作成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

メニュー：［レポート］－［支払］－［手形・小切手発行］ 

 

① 

② 

① 

③ 

② 
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2. 電子債権の達人での連動ファイルデータ受入操作について（参考情報） 

［手形・小切手発行］から作成した CSV ファイルは、『電子債権の達人』側でデータインポート

することができます。 

尚、以下の操作方法に関しては参考資料となりますので、『電子債権の達人』の操作で 

ご不明な点がございましたら、開発元のユニオンソフト社へお問い合わせください。 

  

［Ⅰ］電子債権の達人を起動後、［総合］-［随時処理］-［データ受入］-［データインポート］ 

の順に選択します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［Ⅱ］「形式種別＝電子記録債務」にしていただき、「参照」からどっと原価シリーズの［手形・小

切手発行］で作成した CSV ファイルを指定します。 

 

 

 

 

    

［Ⅲ］画面下の「読込」を選択後、「実行」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

読込時にエラー原因がなければ（コード違い等）そのまま受入されますが、エラー原因が 

存在する場合は、該当箇所に原因が表示されますので、原因を修正後に再度上記操作を 

 行ってください。               

  

① 

② 

③ 

④ 

① 

② 
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3. 電子債権の達人での連動ファイルのファイルレイアウトについて（参考情報） 

『電子債権の達人』で、「電子記録債務」のデータ受入する際のファイルレイアウトになります。 

受入時の参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

注）上表の青色部分は、『どっと原価シリーズ』で登録した内容に依存して出力される項目となります。 
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